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厚生労働省大臣官房年金管理審議官  

(  公  印  省  略  ) 

 

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について（通知） 

 

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令（令和６年厚生労働省令第 157 号）（別

添）が本日付けで公布され、本日より施行される。 

主な内容は下記のとおりであるので、その内容について御了知いただきたい。 

 

記  

１．改正の趣旨 

○ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部

を改正する法律（令和５年法律第 48 号）の一部の施行に伴い、厚生年金保険法施行規

則（昭和 29 年厚生省令第 37 号）等について所要の改正を行う。 

 

２．改正の概要 

○ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部

を改正する法律の一部施行に伴い、医療保険の被保険者証が廃止されるとともに、被

保険者又は被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該

被保険者は、保険者に対し、当該状況にある被保険者又は被扶養者に係る情報を記載

した書面（以下「資格確認書」という。）の交付を求めることができることとされたこ

とに伴い、以下の省令で規定する様式中、被保険者証に係る項目の削除、資格確認書に

係る項目の追加等を行うこと。 

・厚生年金保険法施行規則第 15 条第１項、第 15 条の２第１項、第 21 条第１項、第 22

条第１項及び第 22 条の２第１項 

・港湾労働法施行規則（昭和 63 年労働省令第 35 号）第３条第２項 

・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則（平成７年厚生省令第 33 号）第

２条 

・特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則（平成 23

年厚生労働省令第 144 号）第 20 条 

○ その他所要の改正を行うこと。 

 

３．施行期日 

令和６年 12 月２日 
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